（様式１）
（表）
	橘公園ほか３公園指定管理者指定申請書
令和　　年　　月　　日
尼　崎　市　長　　様
所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
申請者　　　法人等名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　

	尼崎市都市公園条例第23条及び尼崎市立魚つり公園の設置及び管理に関する条例第14条の規定に基づき、指定管理者の指定を受けたいので、次の書類を添えて申請します。また裏面のとおり誓約します。

	
	書　　類
	内　容　等
	

	
	□1管理運営計画書及び収支計画書
	様式５及び６
	

	
	□2定款・寄附行為及び法人登記事項証明書、印鑑証明書
	法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類
	

	
	□3役員の名簿及び履歴書
	法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類
	

	
	□4当該法人等の事業計画書及び収支予算書
	指定申請を行う日の属する事業年度(申請年度)分
法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類
	

	
	□5法人等の事業報告書、損益計算書又は収支計算書及び貸借対照表
	申請年度の前事業年度分
法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類
	

	
	□6財産目録
	申請年度及びその前事業年度分
法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類
	

	
	□7法人等の概要書
	組織及び運営に関する事項(本社及び事業所の所在地、設立年月日、従業員数、経営理念・方針、組織図、主たる事業の実績、公園施設等類似施設の管理・運営状況、売上高等)を記載した書類
	

	
	□8法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書
	税務署長発行の最近2年間の納税証明書「その3の3」
	

	
	□9主たる事業所の所在する市町村税の納税証明書等並びに水道料金及び下水道料金を滞納していないことを証する書類
	法人市民税、固定資産税・都市計画税、固定資産税（償却資産）直近2年間分
水道料金及び下水道料金
	

	
	□10共同事業体構成届出書、その他の書類（共同事業体等にかかる資料等）
	様式７、共同事業体等の代表及び構成員を記載した資料、共同事業体等の間における協定書、その他審査に必要な書類等）
	


（裏）

以　上　

（様式２）

令和　　年　　月　　日

現地見学会申込書

	申請団体の名称
	

	事務所の所在地
	

	代表者氏名
	

	担当者氏名
	

	電話番号
	

	FAX番号
	

	電子メールアドレス
	


	参加人数
	　　　　人（４名まで）

	見学日
	第1希望
	令和8年7月　　日　午前・午後

	
	第2希望
	令和8年7月　　日　午前・午後


現地見学会実施要領

令和８年７月10日（午後５時）までに、次の申込先へFAX又はE‐mailで送信のうえ、電話連絡してください。
・見学期間　令和8年7月16日(木)から令和8年7月18日(土)までのいずれか１日
・見学時間　午前（午前9時から正午）または午後（午後1時から午後4時）
・申込先及び問合せ先

尼崎市都市整備局土木部公園維持課（担当：藤山、岡田）
　　　　　電話：06-6489-6531

FAX：06-6488-8883
E-mail：ama-kouen@city.amagasaki.hyogo.jp
（様式３）
橘公園ほか３公園の指定管理者指定申請に関する質問票

尼崎市都市整備局

公園維持課　宛

令和　　年　　月　　日

	法人等名称
	

	（質疑事項）

・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に関して（募集要項または資料名・ページ）

（質疑内容）



	担当者氏名及び

連絡先
	部署名：

担当者：

電　話：

E-mail：


（注１）質疑事項は、簡潔に要点のみ記載してください。

（注２）この質問票はWordで作成し、E-mailで送付してください。
（様式４）
指定管理者申請辞退届

令和　　年　　月　　日

尼崎市長　様

所　在　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
申請者　法人等名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　
令和　　年　　月　　日付で、橘公園ほか３公園の指定管理者の申請をしましたが、次の理由により申請を辞退します。

１　辞退理由

２　その他

（様式５）
管　理　運　営　計　画　書

１　管理運営方針

橘公園ほか３公園の特徴を踏まえつつ、貴団体の特徴及びノウハウを活かしての管理運営方針を記載してください。なお、申請者が共同企業体の場合は、各構成団体の連携と役割分担を示してください。
【※記載にあたっては指定する枠内でお願いします。以下の項目についても同じとします。なお、枠内に書ききれない場合のみ別紙に記載してください。】

	①　橘公園
②　西向島公園
③　猪名川公園
④　魚つり公園


（様式５）
２　運営に関する提案
1 　指定管理者は指定事業として橘公園ほか３公園の更なる利用促進等に努めなければなりません。施設の利用促進や有効活用を図り、公園の魅力や市民サービスが向上するための取組みについて公園ごとに記載してください。

	①　橘公園（指定事業）



（様式５）

２　運営に関する提案
2 　利用者ニーズを踏まえ、有料公園施設や一般園地を含めて公園が活性化し、施設の利用率や利用収入の向上につながる自主事業の提案を公園ごとに記載してください。
	1 橘公園（自主事業）



（様式５）

２　運営に関する提案
1 　指定管理者は指定事業として橘公園ほか３公園の更なる利用促進等に努めなければなりません。施設の利用促進や有効活用を図り、公園の魅力や市民サービスが向上するための取組みについて公園ごとに記載してください。
	②　西向島公園（指定事業）



（様式５）

２　運営に関する提案
⑵　利用者ニーズを踏まえ、有料公園施設や一般園地を含めて公園が活性化し、施設の利用率や
利用収入の向上につながる自主事業の提案を公園ごとに記載してください。
	②　西向島公園（自主事業）



（様式５）

２　運営に関する提案
1 　指定管理者は指定事業として橘公園ほか３公園の更なる利用促進等に努めなければなりません。施設の利用促進や有効活用を図り、公園の魅力や市民サービスが向上するための取組みについて公園ごとに記載してください。
	③　猪名川公園（指定事業）



（様式５）

２　運営に関する提案
2 　利用者ニーズを踏まえ、有料公園施設や一般園地を含めて公園が活性化し、施設の利用率や利用収入の向上につながる自主事業の提案を公園ごとに記載してください。
	③　猪名川公園（自主事業）



（様式５）

２　運営に関する提案
1 　指定管理者は指定事業として橘公園ほか３公園の更なる利用促進等に努めなければなりません。施設の利用促進や有効活用を図り、公園の魅力や市民サービスが向上するための取組みについて公園ごとに記載してください。
	④　魚つり公園（指定事業）



（様式５）

２　運営に関する提案
2 　利用者ニーズを踏まえ、有料公園施設や一般園地を含めて公園が活性化し、施設の利用率や利用収入の向上につながる自主事業の提案を公園ごとに記載してください。
	④　魚つり公園（自主事業）



（様式５）
３　維持に関する提案
⑴　橘公園ほか３公園の特徴を踏まえ、貴団体の維持管理方針については公園ごとに記載してください。さらに具体的な取組みについては一般園地と有料公園施設に分けて記載してください。

	①　橘公園
　ア　維持方針

イ　具体的な取組み

（ア）一般園地

　（イ）有料公園施設




　　
（様式５）
３　維持に関する提案
⑴　橘公園ほか３公園の特徴を踏まえ、貴団体の維持管理方針については公園ごとに記載してください。さらに具体的な取組みについては一般園地と有料公園施設に分けて記載してください。
	②　西向島公園
　ア　維持方針

イ　具体的な取組み

（ア）一般園地

　（イ）有料公園施設




（様式５）
３　維持に関する提案
⑴　橘公園ほか３公園の特徴を踏まえ、貴団体の維持管理方針については公園ごとに記載してください。さらに具体的な取組みについては一般園地と有料公園施設に分けて記載してください。
	③　猪名川公園
　ア　維持方針

イ　具体的な取組み

（ア）一般園地

　（イ）有料公園施設




（様式５）
３　維持に関する提案
⑴　橘公園ほか３公園の特徴を踏まえ、貴団体の維持管理方針については公園ごとに記載してください。さらに具体的な取組みについて記載してください。
	④　魚つり公園
　ア　維持方針

イ　具体的な取組み

（ア）一般園地

　（イ）有料公園施設




（様式５）
⑵　事故防止などの安全対策について基本的な考え方を示し、災害や事故発生時の緊急連絡体制を記載してください。

	①　事故防止等安全対策について
　ア　橘公園

　イ　西向島公園

　ウ　猪名川公園

　エ　魚つり公園




（様式５）
⑵　事故防止などの安全対策について基本的な考え方を示し、災害や事故発生時の緊急連絡体制を記載してください。

	②　災害等緊急時の対応について
ア　橘公園

　イ　西向島公園
　ウ　猪名川公園
　エ　魚つり公園





（様式５）
４　団体の取組み等に関すること
⑴　指定管理者は、来園者や近隣住民の意見を把握し、市民に親しまれる公園施設の管理運営に努めなければなりません。貴団体の利用者ニーズの把握方法及び要望等への対応方法について、具体的に記載してください。また、尼崎市や他都市等での過去の実績などもあればその旨も記載してください。
	


（様式５）
⑵　施設に配置する職員体制について、次の項目ごとに記載してください。
①　総括責任者等
	役　　職
	施設責任者としての経験の有無・勤務実績及び資格などを記載
	総括責任者と施設責任者との兼務の有無

	総括責任者
	
	　　

	橘公園の施設責任者
	
	

	西向島公園の施設責任者
	
	有 ・ 無

	猪名川公園の施設責任者
	
	

	魚つり公園の施設責任者
	
	有

	電気主任技術者
	
	


　
②　橘公園
　　　ア　一般園地
	役　職
	人　数
	雇用形態
	配置職員の資格等

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


　※雇用形態は、正職員、パート等の区分を記入してください。以下同じ。
※役職については、公園を管理する上で必要と思われる役職（植物管理員、警備員、庶務スタッフ等）を記入してください。

　　　イ　軟式野球場

	項目区分
	役　職
	人 数
	雇用形態
	配置職員の資格等

	管理事務所
	
	
	
	

	グランド
	
	
	
	

	その他職員
	
	
	
	


（様式５）
③　西向島公園
ア　一般園地
	役　職
	人　数
	雇用形態
	配置職員の資格等

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


　※雇用形態は、正職員、パート等の区分を記入してください。以下同じ。
※役職については、公園を管理する上で必要と思われる役職（植物管理員、警備員、庶務スタッフ等）を記入してください。

　

　　　イ　軟式野球場
	項目区分
	役　職
	人 数
	雇用形態
	配置職員の資格等

	管理事務所
	
	
	
	

	グランド
	
	
	
	

	その他職員
	
	
	
	


④　猪名川公園
ア　一般園地
	役　職
	人　数
	雇用形態
	配置職員の資格等

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


　※雇用形態は、正職員、パート等の区分を記入してください。以下同じ。
※役職については、公園を管理する上で必要と思われる役職（植物管理員、警備員、庶務スタッフ等）を記入してください。

　

　　　イ　軟式野球場・テニスコート
	項目区分
	役　職
	人 数
	雇用形態
	配置職員の資格等

	管理事務所
	
	
	
	

	グランド
	
	
	
	

	その他職員
	
	
	
	


（様式５）
⑤　魚つり公園
ア　軟式野球場・多目的運動広場
	項目区分
	役　職
	人 数
	雇用形態
	配置職員の資格等

	管理事務所
	
	
	
	

	グランド
	
	
	
	

	その他職員
	
	
	
	


⑥　その他
現従業員に対する対応
現従業員に対して面談等を行い、能力等に問題がなく、本人が継続した雇用を希望した場合

	雇用をする

	雇用をしない


（様式５）
⑶　職員の業務能力の開発のための取り組みや研修体制を具体的に記載してください。
	


 　 
⑷　貴団体の環境への取り組みについて、具体的に記載してください。
	


（様式５）
⑸　個人情報保護や情報公開の取扱い、人権問題についての考え方について記載してください。
	


５　その他の提案
その他、指定管理者として提案事項があれば記載してください。

	


６　市内団体の確認
本店または支店等が尼崎市内にある場合は、その内容を記載してください。

	
	住所
	内容（事務所、販売所等）

	本店
	尼崎市
	

	支店等
	尼崎市
	





誓約事項





　尼崎市暴力団排除条例（平成25年尼崎市条例第13号。以下「条例」という。）を遵守し、暴力団を利することとならないよう措置を講じて暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約する。


　なお、尼崎市長がこの誓約書の写し等を所轄の警察署長（以下「警察署長」という。）に提供すること、尼崎市長が警察署長に下記１及び２に関して意見照会すること並びに警察署長から得た情報について、指定管理者業務以外の業務において暴力団等を排除するために利用し、又は他の実施機関（尼崎市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年尼崎市条例第９号）第２条第１項に規定する実施機関をいう。）に提供することについて同意する。





記





１　暴力団（条例第２条第４号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団密接関係者（同条第７号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。）に該当しないこと。


２　指定管理者業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、暴力団、暴力団員（条例第２条第５号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団密接関係者に該当する者にこれを行わせないこと。


３　暴力団又は暴力団密接関係者の該当の有無等を確認するため、尼崎市長からその役員等の名簿その他の必要な情報の提供を求められたときは、速やかに提出すること。











